
概 要：病院の診療機能を３日程度維持するために非常用自家発電設備の設置等が必要な災害拠点病院等に対し、
設備に要する経費の一部を支援する。

府省庁名：厚生労働省

22-2 医療施設の耐災害性強化対策（非常用自家発電設備整備対策）

【事例】地域災害拠点病院施設整備事業

 実施主体：学校法人久留米大学

 実施場所：福岡県久留米市

 事業概要：久留米市内の医療機関である久留米大学

病院において、非常用自家発電設備の整

備を実施した。

 事業費：全体事業費1.4億円

（うち５か年加速化対策（加速化・深化分） 0.3億円）

 効 果：医療施設における非常用自家発電設備の

整備により、災害により長期の停電が発生

した場合においても、診療機能を維持する

ことが見込まれる。

５か年加速化対策


